
鯖 江 市 農 業 委 員 会  

第 １ ０ 回 総 会  

議 事 録  
 

 

１  日   時   令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 （ 火 ）  

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会  

午 後 ２ 時 １ ０ 分 閉 会  

２  場   所   鯖 江 市 役 所  ４ 階  全 員 協 議 会 室  

 

３  議   事  

(1) 議案第４０号 農地法第３条の許可申請審議について 

(2) 議案第４１号 農地法第４条の許可申請審議について 

(3) 議案第４２号 農地法第５条の許可申請審議について 

(4) 議案第４３号 令和８年度農業施策の拡充に関する要望書について 

 

４  報 告 事 項  

(1) 報告第３２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

(2) 報告第３３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

(3) 報告第３４号 非農地証明の発行について 

(4) 報告第３５号 農地改良等による届出について 

 

５  議   長   福 島 会 長 、 鷲 田 会 長 職 務 代 理  

６  署 名 委 員    ４ 番  窪 田  善 一 郎 委 員  

５ 番  佐 々 木  一 弥 委 員  

７  事 務 局   中 尾 事 務 局 次 長  

真 柄 書 記 、 山 本 書 記 、 堂 満 書 記  

 

   午 後 １ 時 ３ ０ 分  開 会  

事 務 局  

 

事 務 局  

 

そ れ で は 開 会 に あ た り 、 欠 席 委 員 の 報 告 を し ま す 。  

 

 （ 欠 席 委 員 の 報 告 ）  

 



事 務 局  

 

 

福 島 会 長  

※以下議長 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

６ 番  

前 田 委 員  

つ づ き ま し て 、 福 島 会 長 か ら ご 挨 拶 を お 願 い し ま す 。 

引 き 続 き 、 議 事 進 行 を 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

 

 議 長 就 任 挨 拶  

 

 

た だ い ま か ら １ ０ 月 の 農 業 委 員 会 総 会 を 開 会 い た し

ま す 。本 日 の 議 題 に つ き ま し て は 、お 手 元 の 資 料 の と お

り で す 。  

議 案 審 議 の 前 に 一 点 留 意 事 項 が あ り ま す 。  

農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ３ １ 条 、議 事 参 与 の 制 限

で 、農 業 委 員 会 の 委 員 は 自 己 、又 は 同 居 の 親 族 、若 し く

は 、そ の 配 偶 者 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、そ の 議 事 に 参

与 す る こ と が で き な い こ と と さ れ て お り ま す 。  

本 日 は 、議 案 第 ４ ０ 号 、農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 審 議  

に つ い て 、本 日 体 調 不 良 に よ り 欠 席 と な り ま し た が 、岡

井 農 地 調 整 部 会 長 が 、  

議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い

て 、 鷲 田 会 長 職 務 代 理 者 と 私 が 該 当 し て お り ま す 。  

議 案 審 議 の 際 は 一 時 退 室 を お 願 い し ま す 。  

 

そ れ で は 、議 事 録 署 名 委 員 の 選 任 を お 願 い し た い と 思

い ま す が 、私 の ほ う か ら 指 名 し て よ ろ し い か お 諮 り い た

し ま す 。  

 

異 議 な し  

              

で は 、４ 番  窪 田  善 一 郎 委 員 と 、５ 番  佐 々 木  一

弥 委 員  に お 願 い し ま す 。  

 

次 に 、 各 部 会 か ら １ ０ 月 部 会 の 報 告 を 願 い ま す 。  

ま ず 始 め に 、農 政 部 会 の 報 告 を 、農 政 部 会 長 か ら お 願

い し ま す 。  

 

 

１ ０ 月 の 農 政 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  



 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

 

１ ０ 月 ２ ３ 日 、 木 曜 日 、 わ た し ほ か ６ 名 が 出 席 し て 、

農 政 部 会 を 開 催 し ま し た 。協 議 事 項 と し ま し て 、議 案 第

４ ３ 号  令 和 ８ 年 度 農 業 施 策 の 拡 充 に 関 す る 要 望 書 に

つ い て 、協 議 し ま し た 。協 議 の 結 果 に つ い て は 後 ほ ど の

議 案 審 議 の 際 に ご 報 告 い た し ま す 。  

以 上 、 部 会 報 告 と い た し ま す 。  

 

次 に 、農 地 調 整 部 会 の 報 告 を 、農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委

員 か ら お 願 い し ま す 。  

 

 

１ ０ 月 の 農 地 調 整 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  

１ ０ 月 ２ ４ 日  金 曜 日 、 わ た し ほ か ６ 名 の 出 席 で 、 農

地 調 整 部 会 を 開 催 し ま し た 。  

当 日 は 、 部 会 に 先 立 ち 、 午 前 ９ 時 か ら 笠 嶋 委 員 と 私 、

牧 野 の ２ 名 に よ り 、３ 条 、４ 条 の 申 請 案 件 な ど 約 ２ 時 間

に わ た り 現 地 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

審 議 の 内 容 に つ い て は 、 後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に 、 ご

報 告 い た し ま す 。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

そ れ で は 次 に 議 事 に 入 り ま す 。  

ま ず 始 め に 、「 議 案 第 ４ ０ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申

請 審 議 に つ い て 」 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を

願 い ま す 。  

 

 （ 議 案 第 ４ ０ 号 に つ い て 説 明 ）   

  

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

 

 

（ 議 案 第 ４ ０ 号 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙



 

 

議 長  

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

手 を 願 い ま す 。  

 

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４

０ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 牧 野

委 員 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま

す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ ０ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し

た 。  

 

次 に 、「 議 案 第 ４ １ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 」 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま

す 。  

 

（ 議 案 第 ４ １ 号 に つ い て 説 明 ）   

  

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

 

 

（ 議 案 第 ４ １ 号 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙

手 を 願 い ま す 。  

 

ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４

１ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 牧 野

委 員 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま

す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 



委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

（鷲田委員）  

 

 

事 務 局  

 

議 長  

（鷲田委員）  

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

（鷲田委員）  

 

 

挙 手    

  

全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ １ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま

し た 。  

 

次 に 、「 議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 」 上 程 し ま す が 、 議 事 参 与 の 制 限 に つ い て 、 申

請 番 号 １ の 案 件 は 私 、 申 請 番 号 ２ の 案 件 は 鷲 田 委 員 が 該

当 し て い ま す 関 係 で 、 当 議 案 は 個 別 審 議 と い た し ま す 。  

審 議 の 際 に は 一 時 退 室 を お 願 い い た し ま す 。  

 

そ れ で は 申 請 番 号 １  ● ● 町 の 貸 土 場 ・ 貸 資 材 置 場 案

件 に つ い て 審 議 し ま す が 、 議 事 参 与 の 制 限 に 私 が 該 当 し

て い ま す の で 一 時 退 席 致 し ま す 。  

申 請 番 号 １  ● ● 町 の 貸 土 場 ・ 貸 資 材 置 場 案 件 の 審 議

進 行 は 、 鷲 田 会 長 職 務 代 理 者 に お 願 い 致 し ま す 。  

 

― 福 島 会 長  一 時 退 室 ―  

 

そ れ で は 、 私 が 申 請 番 号 １  ● ● 町 の 貸 土 場 ・ 貸 資 材

置 場 案 件 の 審 議 進 行 を 務 め さ せ て 頂 き ま す 。  

事 務 局 か ら 案 件 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 申 請 番 号 １ 案 件 に つ い て 説 明 ）   

  

 農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

 

 

（ 申 請 番 号 １ 案 件 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙

手 を 願 い ま す 。  

  



議 長  

（鷲田委員）  

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

（鷲田委員）  

 

 

 

 

 

議 長  

（以後、福島会

長）  

 

 

 

 

議 長  

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

 

 

 

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 、 申 請 番 号

１  ● ● ● ● の 貸 土 場 ・ 貸 資 材 置 場 案 件 に つ い て は 、 牧

野 委 員 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し

ま す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、 申 請 番 号 １  ● ● ● ● の 貸 土 場 ・ 貸

資 材 置 場 案 件 は 、 許 可 相 当 と し て 可 決 決 定 さ れ ま し た 。  

そ れ で は 、 議 事 進 行 を 福 島 会 長 に お 返 し 致 し ま す 。  

福 島 会 長 、 入 室 願 い ま す 。  

 

― 福 島 会 長  入 室 －  

 

あ り が と う ご ざ い ま す 。  

そ れ で は 次 に 、 申 請 番 号 ２  ● ● 町 の 住 宅 建 築 案 件  

に つ い て 審 議 し ま す が 、 議 事 参 与 の 制 限 に 鷲 田 委 員 が 該

当 し て い ま す の で 、 一 時 退 席 を お 願 い 致 し ま す 。  

 

― 鷲 田 委 員  一 時 退 室 ―  

 

事 務 局 か ら 案 件 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 申 請 番 号 ２ 案 件 に つ い て 説 明 ）   

 

 農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

 

 

（ 申 請 番 号 ２ 案 件 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

 

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙

手 を 願 い ま す 。  

 



議 長  

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 、 申 請 番 号

２  ● ● 町 の 住 宅 建 築 案 件 に つ い て は 、 牧 野 委 員 の 説 明

の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、 申 請 番 号 ２  ● ● 町 の 住 宅 建 築 案 件

は 、 許 可 相 当 と し て 可 決 決 定 さ れ ま し た 。  

そ れ で は 鷲 田 委 員 、 入 室 願 い ま す 。  

 

― 鷲 田 委 員  入 室 －  

 

続 き ま し て 、 申 請 番 号 ３  ● ● 丁 目 の 宅 地 造 成 案 件 に

つ い て 審 議 し ま す 。 事 務 局 か ら 案 件 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 申 請 番 号 ３ 案 件 に つ い て 説 明 ）   

 

 農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

  

 

 （ 申 請 番 号 ３ 案 件 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

 

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙

手 を 願 い ま す 。  

  

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 、 申 請 番 号

３  ● ● 丁 目 の 宅 地 造 成 案 件 に つ い て は 、 牧 野 委 員 の 説

明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、 申 請 番 号 ３  ● ● 丁 目 の 宅 地 造 成 案



 

 

議 長  

 

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

１ ４ 番  

牧 野 委 員  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

 

件 は 、 許 可 相 当 と し て 可 決 決 定 さ れ ま し た 。  

 

続 き ま し て 、 申 請 番 号 ４  ● ● 町 の 駐 車 場 案 件 に つ い

て 審 議 し ま す 。 事 務 局 か ら 案 件 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 申 請 番 号 ４ 案 件 に つ い て 説 明 ）   

 

 農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 の 牧 野 委 員 よ り  

願 い ま す 。  

 

 

（ 申 請 番 号 ４ 案 件 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

 

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 牧 野 委 員 の 説 明 が あ り ま し

た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙

手 を 願 い ま す 。  

  

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 、 申 請 番 号

４  ● ● 町 の 駐 車 場 案 件 に つ い て は 、 牧 野 委 員 の 説 明 の

と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 申 請 番 号 ４  ● ● 町 の 駐 車 場 案 件 は 、

許 可 相 当 と し て 可 決 決 定 さ れ ま し た 。  

以 上 で 「 議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 」 は 、 す べ て 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し た

。  

 

そ れ で は 、「 議 案 第 ４ ３ 号 、 令 和 ８ 年 度 農 業 施 策 の 拡

充 に 関 す る 要 望 書 に つ い て 」 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す

。  

 

（ 議 案 第 ４ ３ 号 に つ い て 説 明 ）  

 



議 長  
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事 務 局  

 

議 長  

 

事 務 局  

 

議 長  

 

 

農 政 部 会 の 意 見 を 、 農 政 部 会 長 よ り 願 い ま す 。  

  

 

（ 議 案 第 ４ ３ 号 に つ い て 部 会 の 報 告 ）  

 

 た だ い ま 、 事 務 局 か ら の 説 明 が あ り ま し た が 、 皆 さ ん

の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙 手 を 願 い ま

す 。  

  

ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４

３ 号  令 和 ８ 年 度 農 業 施 策 の 拡 充 に 関 す る 要 望 書 に つ い

て 」 は 、 事 務 局 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採

決 い た し ま す 。 賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

 

全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ ３ 号  令 和 ８ 年 度 農 業 施

策 の 拡 充 に 関 す る 要 望 書 に つ い て 」 は 、 原 案 の と お り 可

決 決 定 さ れ ま し た 。  

（ 今 回 い た だ い た 意 見 を 要 望 書 に 反 映 し た も の を ）  

１ １ 月 に は 市 長 お よ び 正 副 議 長 に 要 望 さ せ て い た だ き

ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

 

次 に 、 報 告 事 項 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 報 告 第 ３ ２ ～ ３ ５ 号 に つ い て 説 明 ）  

 

最 後 に 事 務 局 か ら 連 絡 事 項 を お 願 い し ま す 。  

   

 （ 連 絡 事 項 ）  

 

そ れ で は 、 本 日 の 日 程 は こ れ で す べ て 終 了 い た し ま し

た 。 お 疲 れ 様 で し た 。  

 

午 後 ２ 時 １ ０ 分 閉 会  


